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査
委
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務
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第
十
一
条
第
三
項
中
「
保
存
期
間
」
の
下
に
「
（
保
存
期
間
が
永
年
の
も

の
に
あ
っ
て
は
、
十
年
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同

条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４　
課
長
は
、
当
該
課
に
保
管
し
て
い
る
行
政
文
書
（
保
存
期
間
が
二
年
の

も
の
を
除
く
。
）
の
保
存
期
間
が
経
過
し
た
と
き
は
、
当
該
行
政
文
書
を

毎
年
度
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
公
文
書
館
長
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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